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令和３年１月 14日付けで、「ぶどう」の農薬登録が以下の通り区分されることとなりました。 

「小粒種ぶどう」 ：１粒重量が 1.5g程度のもの 

「大粒種ぶどう」 ：小粒種ぶどうより 1粒重量が重いもの 

「ぶどう」  ：小粒種、大粒種の区分なし 

 

ついては、下記の農薬は「大粒種ぶどう」のみの登録、または「小粒種ぶどう」、「大粒種ぶど

う」で登録内容が異なるので、使用に際してラベルの内容を十分に確認してください。 

 

※上記は令和３年５月１日現在の JPP-NETで照会したものです。 

１ 「大粒種ぶどう」のみの登録の農薬 

（１）殺虫剤 

ダイアジノン水和剤３４、パダン水溶剤、トクチオン水和剤、バイスロイドＥＷ、 

アディオンフロアブル、パダンＳＧ水溶剤 

（２）殺ダニ剤 

ピラニカ水和剤、コロマイト水和剤 

（３）殺菌剤 

カンタスドライフロアブル、ナリアＷＤＧ 

 

２ 「小粒種ぶどう」、「大粒種ぶどう」で登録内容が異なる農薬 

（１）殺虫剤 

スミチオン水和剤４０、スミチオン乳剤、家庭園芸用スミチオン乳剤、 

スミロディー水和剤 

（２）殺ダニ剤 

オマイト水和剤 

（３）殺菌剤 

フェスティバル水和剤、フェスティバルＣ水和剤、ザンプロＤＭフロアブル 

別紙 


